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演習内容
（６/９）
第１回「備える・逃げる」

（７/２１）
第２回「一時的な避難」

（８/４）
第３回「要配慮者とは？」

「長期化を見越して、避難所の運営体制の構築」

（９/８）
第４回「避難所のレイアウトを考える」

（１０/６）
第５回「避難所の生活環境アセスメント」

「福祉避難所開設の管理運営について知る」

時間は全て１０：００～１２：００の予定



今回から行う防災講習の主な流れを説明します。

それでは



①防災に関するテーマを皆さんでディス

カッションしてもらいます！

（講義のみの時もある）
例：避難所での必需品は？

各グループで５分～１０分間

話し合ってください。

１：意見を付せんに記入

２：A３用紙に張る

３：各班で発表



②私たちがパワーポイントを使用し、テーマ

の講習、解説、を行います。

例：避難所での必需品は？

飲料水、非常食、衣類

簡易トイレ、医療セットetc.



演習１

備える 逃げる

目的

・事前の備えの必要性を知る。

・要配慮者への事前対策の必要性を知る。



地震の基準

「気象庁ＨＰ」



「気象庁ＨＰ」



「気象庁ＨＰ」



土砂災害



津波注意報・警報



まずは避難！
※学校や公民館へ逃げることだ
けが避難ではない

４つの行動

指定避難所

親戚、知人

安全なホテル、旅館

安全な屋内

普段からどう行動する
か決めておく。



＜設問１＞
自宅で立っていられないほどの大きな地震が発生するとします。

自らの生命を守るため、想定できる事前対策について検討して下
さい。



事前対策の４項目

Ａ自宅の安全対策 ・大きな揺れに対して、家具などは平気なのか？

各項目に分けて検討してみましょう！
「検討時間は各５分間」

・どのように家族と連絡をとるのか？
・連絡が取れない場合、どこで家族と待ち合わ
せるのか？

Ｂ家庭内での話し
合い

・どのようなものを備蓄するのか？Ｃ非常用品の備蓄

Ｄ地域の危険性の
把握

・自宅は危険地域に入っているのか？
・避難経路の安全の確保



Ａ自宅の安全対策

・大きな揺れに対して、
家具などは平気なの
か？



Ａ自宅の安全対策解説：
「ＮＨＫホームページ参照」

１９９５年阪神・淡路大震災の犠牲者の８割

建物の倒壊、家具の転倒による圧死

「耐震改修促進法」により耐震基準が見直される。」

まずは自宅の耐震基準を見直す。
自宅の耐震強化が地震対策の第一歩。



Ａ自宅の安全対策解説：

「室内の危険から命を守る８つの対策」

①つっぱり棒‥タンスや棚を支える。

「ＮＨＫホームページ参照」

注意点～正しい取り付け方

奥に取り付けるのが正解 手前では棒がとれる可能性がある

強度が強い天井に取り付け
るのもポイント

また、大きめの板を充てる
ことで強度を補える。



Ａ自宅の安全対策解説： 「ＮＨＫホームページ参照」

②Ｌ型金具‥つっぱり棒より確実
で壁や柱に直接固定

③滑り止めテープ‥本棚を固定
→本棚の前端に貼ることで本が飛び出てく
るのを防げる。



Ａ自宅の安全対策解説： 「ＮＨＫホームページ参照」

④家具の配置～家具を固定しても大地震
では倒れることがある。

⑤倒れた家具を戻さない
・地震は何度も続けて起き
るもの。

・しばらく倒したままにし
ておく。

注意点～倒れないとは限らないので倒れて
も良い場所へ配置すること。



⑥逃げ込みスポットを確保
・自宅の中で安全な場所を確保
→テーブルの下、トイレ、浴室

Ａ自宅の安全対策解説： 「ＮＨＫホームページ参照」

⑦寝室にスニーカーを用意
・部屋が散乱した際のケガ防止。
・容易に屋外へ避難できる。

⑧寝る際はカーテンを閉める
・割れたガラス片が室内へ入るのを防止。



⑥逃げ込みスポットを確保

Ａ自宅の安全対策解説： 「ＮＨＫホームページ参照」

⑦寝室にスニーカーを用意

⑧寝る際はカーテンを閉める

④家具の配置

⑤倒れた家具を戻さない

②Ｌ型金具
③滑り止めテープ

①つっぱり棒
家に帰ったら確認
してみるといいか
もしれません



・どのように家族と連絡をとるのか？
・連絡が取れない場合、どこで家族と待ち合わ
せるのか？

Ｂ家庭内での話し合い



Ｂ家庭内での話し合い解説：

災害発生時、家族が全員そろっているとは限ら

ず、家族がバラバラにいる時に起きる可能性

があり、日頃から必要な話し合いや準備をして

おく。

「内閣府ホームページ参照」

「家族防災会議」



Ｂ家庭内での話し合い解説：

連絡方法について

「内閣府ホームページ参照」

災害が発生→家族の安否を確認したい！

→しかし、災害時は電話が殺到し、

電話がつながりにくい状況が発生する。

安否確認するには‥災害専用ダイヤル１７１
を活用する。



Ｂ家庭内での話し合い解説：

「災害専用ダイヤル１７１」とは？

・電話番号（携帯も可）をキーとして使用。

（音声ガイダンスに従う）

・伝言はＮＴＴ東日本または、ＮＴＴ西日本のネットワーク

上に配置した伝言蓄積装置に預けられる。

「ＮＴＴ西日本ホームページ参照」

・災害時に限定して使用できる。

・伝言を録音したり再生したりすることができる。



Ｂ家庭内での話し合い解説：

「災害専用ダイヤル１７１」（録音）

「ＮＨＫホームページ参照」



Ｂ家庭内での話し合い解説：

「災害専用ダイヤル１７１」（再生）

「ＮＨＫホームページ参照」



Ｂ家庭内での話し合い解説： 「ＮＨＫホームページ参照」

録音の際の２つのポイント
①どの電話番号を入力するか決めておく
・個人それぞれの番号で伝言を残す。
・家族の代表者の番号のみで伝言を残す。
家族であらかじめ録音、再生を行う番号を決めておく
ことが大切である。

②30秒で伝える
録音できるのは30秒間。

「名前」 「現在地」

「誰といるのか？」 「次の連絡タイミング」

といった伝言内容を簡潔に伝える。



注意点！
「災害専用ダイヤル１７１」あくまでも電話の回線が

混雑している時に使用するもの。

令和6年能登半島地震で携帯電話各社の設備も被害を受

け、数日間は多数の地域で携帯電話ネットワークが不通
となった。

・家族で災害時の避難所を決めておく

・避難所の伝言掲示板を活用

・携帯電話が使用できなければ後に復旧した時のことを考

えてバッテリー温存に努める。（機内モード）



Ｂ家庭内での話し合い解説：

家族と会うために～

事前に決めておくことが大事

「内閣府ホームページ参照」

●あらかじめ、どの親戚や知人への連絡方法を家族で決

めておく。

●普段から、自宅、学校、職場の近くの避難所を家族で

確認しておく。

●保育園、幼稚園、学校における災害時の子どもの引き

取りに関する取り決めを確認する。



・どのようなものを備蓄するのか？
①災害発生時
②災害発生から３日間
③長期化を想定

Ｃ非常用品の備蓄



Ｃ非常用品の備蓄解説：

防災品を選ぶ際には、自分や家族に必要なもの、使

いやすい、食べ慣れているといった「相性」を

考える。また、持ちやすいリュックに入れるなど、

〝いかに負担をなくすか〟も防災品を選ぶコツであ

る。

「自分や家族にあったものを選ぶ」

ポイント

「内閣府 防災情報のページを参照」



Ｃ非常用品の備蓄解説：

「3段階の備蓄品」

緊急避難時にすぐ持ち出すもの（1次品）

災害発生から3日間を生き抜くためのもの（2次品）

長引く避難生活を快適にすごすためのもの（3次品）

「内閣府 防災情報のページを参照」



緊急避難時にすぐ持ち出すもの（1次品）

Ｃ非常用品の備蓄

「内閣府 防災情報のページを参照」

•ゼリー飲料
•非常食
•お菓子（あめ、チョコ、クッキー等）
•使い捨てカイロ
•ティッシュ
•ウエットティッシュ
•救急絆創膏と包帯
•マスク
•おしりふき
•レインコート
•防災バンダナ
•着替え
•軍手
•携帯型ライト
•笛
•携帯トイレ
•携帯ラジオと乾電池
•給水袋（給水車から水をもらうため）
•おもちゃ（子供用）
•防災手帳（緊急連絡先、集合場所記載

防災マップ）

「防災ベスト」
・ポケットの多さを利用してグッズを保管！
・ハンガーに掛けておけば容易に持ち出せる！

解説：



災害発生から3日間を生き抜くためのもの（2次品）

Ｃ非常用品の備蓄

「内閣府 防災情報のページを参照」

•3日分の非常食（缶詰、缶入りパン、餅等）
•水
•食器類
•給水袋
•タオル
•医薬品
•歯ブラシ・歯磨きシート
•携帯トイレ
•生理用品
•トイレットペーパー
•ビニール袋
•ウエットタオル
•消臭スプレー
•使い捨てカイロ
•応急手当テキスト
•救急セット（消毒薬、ガーゼ、包帯等）
•マスク
•綿棒、脱脂綿
•着替え
•雨具
•懐中電灯
•乾電池
•ロープ
•マッチ
•ライター
•ロウソク
•レジャーシート
•ガムテープ
•軍手
•煙フード
•万能ナイフ
•避難ロープ
•防災用ブランケット
•ラジオ
•貴重品
•筆記用具
•油性マジックペン

家族が3日間生き延びるための水、食料、
生活必需品。内容は、アウトドアの旅行
用品をベースに！

解説：



長引く避難生活をできるだけ快適にすごすためのもの（3次品）

Ｃ非常用品の備蓄

「内閣府 防災情報のページを参照」

•非常食（缶詰、レトルト食品、麺類、
米、餅、お菓子等）
•水
•トイレットペーパー
•ティッシュ
•大型の簡易トイレ
•食器
•鍋、やかん
•ガスボンベ
•カセットコンロ
•ランタン
•テーブルと椅子
•レジャーシート
•寝袋
•燃料
•着火材
•ライター
•マット
•段ボール
•ポリタンク
•テント

・家族の１～２週間程度の食料や生活必需品
・自宅倉庫で保存

解説：



ローリングストック

普段の食材
を多めに

日常の中で備蓄
してく考え方

ポイント
・古いものから使用
・使用したものは必

ず補充

食材に限らず！
ウエットタオル、乾電池、使

い捨てカイロなど

②

①

③



防災マップを活
用して自宅周
囲の危険箇所の
把握、安全な避
難経路を確認行
う。

Ｄ地域の危険性の
把握





「防災マップの使い方を学びましょう」

解説： Ｄ地域の危険性の把握

① 自宅の位置を確認する。
自宅の位置に印をつける。



解説： Ｄ地域の危険性の把握

②土砂災害警戒区域等、浸水
想定区域を確認する。
地図面から自宅周辺にある土
砂災害警戒区域等、浸水想定
区域を確認。

③土砂災害、浸水被害以外の危険な場所を確認する。
自宅周辺で、地震発生時等に危険と思われる場所を
追記。



解説： Ｄ地域の危険性の把握

⑤避難経路を考える。
安全な指定避難所等までの
避難経路を記入。危険の少
ない経路を選ぶ。

④避難する場所を確認する。
地図面に記載されている土砂
災害、浸水被害、地震に対し
て安全な指定避難所等の「名
前」と「場所」を確認。



・地震、洪水災害、土砂災害、津波災害が発
生した際に自宅の危険度を想定する。

・避難所までの経路を家族で共有し、安全な
避難ができるように防災マップを積極的に
活用していく。



Ａ自宅の安全対策

事前対策の重要性

災害発生時では行政はすぐに機能しない。

そのため、自身の命は事前対策にかかっている。

Ｂ家庭内での話し
合い

Ｃ非常用品の備蓄
Ｄ地域の危険性の

把握



ここで１０分間休憩をとります。



要配慮者と避難行動要支援者



要配慮者とは？

災害の危険から身を守ることに何らかの困難を抱

え、配慮が必要になる人たちのことを言う。

「福岡県防災ホームページ 要配慮者対策編参照」

避難行動要支援者とは？

要配慮者のうち、円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために特に支援を必要とする人たち。



要配慮者の中に避難行動要支援者

避難行動要支援者

要配慮者



「福津市地域支えあい制度実施要綱参照」

どのような人が要配慮者（避難行動
要支援者も含む）なのか？※以下、要配慮者と略す

「福津市地域支えあい制度実施要綱参照」によると

高齢者 ６５歳以上の一人暮らし
６５歳以上のみの世帯
要介護３以上の者で福祉施設に入居していない者

障がい者 身体障がい者手帳の交付を受けている者のうち、等級

が１級または２級で福祉施設に入居していない者

療育手帳（知的障がい者）交付を受けている者のうち、等

級が１級または２級で福祉施設に入居していない者

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、

等級が１級であり、福祉施設に入所していない者



土砂災害警戒区域、浸水想定区域内などに居住している
要配慮者

土砂災害は前兆はあるものの
素人ではほとんどきずかない。

要配慮者では気づかなことも
含め逃げられない。

警戒レベル３では

避難させることを考

える！

要配慮者を避難させるために



＜設問２＞
地域には１人では避難できない方々（避難行動要支援者含む要支援者）が存在し

ます。

避難の際にどのような障がいがあり、それに対する支援が必要であるか検討して

みましょう。

「検討時間は各５分」

要配慮者の対象別に考えてみま

しょう。

①高齢者、肢体不自由者

②視覚・聴覚障がい者

③知的・精神障がい者



高齢者 肢体不自由者

「以下、自治体防災ホームページ」

・家事や建物倒壊などの場合は自力で逃げること困難であ

る（寝たきりなど） 担架、リヤカー、車いすなどを用意

（複数人の支援体制）

・素早い行動ができないため避難の準備が遅れる 防災

リュック等の準備、避難時の火気の確認

・災害が発生しても家で住める状態であれば在宅避難をす

る人が多い 物資の配達が必要

必要な物～簡易トイレ、紙おむつ、杖、歩行器、電動車いすのバッテリー



＜設問２＞
地域には１人では避難できない方々（避難行動要支援者含む要支援者）が存在し

ます。

避難の際にどのような障がいがあり、それに対する支援が必要であるか検討して

みましょう。

「検討時間は各５分」

要配慮者の対象別に考えてみま

しょう。

①高齢者、肢体不自由者

②視覚・聴覚障がい者

③知的・精神障がい者



視覚障がい者

・周囲の状況把握が困難

災害時、周囲の状況を伝える（停電、火事、道路の状況）

・避難誘導が必要

肩や腕を貸す形で誘導者が半歩前へ歩く

方向を示す際は、時計の針の位置で知らせる

（右は３時、左は９時、正面は１２時）

先にある障害物を教える（階段の段数など）

盲導犬に触れたり引っ張りしない

必要な物～眼鏡、白杖、携帯ラジオ、点字器、軍手、笛



聴覚障がい者

・情報収集が困難

ラジオの情報、避難警報、火災の接近など教える

筆談、手話を用いる

※すべての聴覚障がい者が手話がをするわけではない

筆談、ジェスチャー

・救助に来た際に「誰かいますか」と声掛けしても気づかない

懐中電灯で照らして気づかせる

聴覚障がい者側は笛で知らせる

必要な物～補聴器、筆談用具、スマートフォン、笛



＜設問２＞
地域には１人では避難できない方々（避難行動要支援者含む要支援者）が存在し

ます。

避難の際にどのような障がいがあり、それに対する支援が必要であるか検討して

みましょう。

「検討時間は各５分」

要配慮者の対象別に考えてみま

しょう。

①高齢者、肢体不自由者

②視覚・聴覚障がい者

③知的・精神障がい者



・精神的同様が激しくなる

パニック状態の時はいきなり身体に触れない

「大丈夫だよ」「安心してね」と声をかけ、落ち着かせる

家族の協力を得る

家族と一緒にいられることに配慮する

安易に病名を口にしない

必要な物～普段服用している薬、薬手帳本人が食べられるもの、

おもちゃ

知的・精神障がい者



解説：事前の支援体制 「福岡県防災ホームページ 要配慮者対策編参照」

プライバシーや本人の意思を配慮しながら、どのよ

うな助け合いができるかを自治会や自主防災組織など

で話し合う。

要配慮者の把握

・お互いに顔見知りであれば効果的な支援が期待

できる。

・自治会などが開催する地域の行事など、気軽に

参加できる機会を設ける。

日頃から顔見知り
になっておく



解説：事前の支援体制

「福岡県防災ホームページ 要配慮者対策編参照」

避難行動要支援者の支援活動が円滑にできるよう、誰がどの支援を行うかなど、一
人ひとりの個別計画を事前に作る必要がある。

個別計画の策定

・地域の実情に応じた計
画の作成。

・避難行動要支援者本人
や家族と協議し、個々の
状況に応じた計画を作成
する。

・避難支援等関係者が被
災する可能性もあるので、
複数人体制を考慮する。

作成のポイント



誰がどの支援を行うかなど、一人ひとりの個別計画を

事前に作る必要がある。

まずは自身が避難！
そのために事前対策が重要である。

備える 逃げる

自宅の安全対策

家族との共通認識

避難時に持って行
く物

安全な避難経路

地域には要配慮者と言われる避難が困難な人たちがいる！
要配慮者の様態によって避難方法などが変わること。



「災害対策基本法 第7条 3項」

・地方公共団体の住民は、災害にそなえる

ため食品、飲料水、その他生活必需物資

の備蓄に努めなければならいない。

・防災訓練その他防災活動への参加に努め

なければならない。

＜住民等の責務＞



最後に・・・
今回の防災講習で皆さんがディスカッションされ

たことここだけで終わらずに福津市一斉防災訓
練などに取り入れてより実践的な訓練にしてみま

しょう。

例えば 要配慮者
の避難

令和６年

避難所設営
（初期）

令和７年

避難所設営
（長期化）

令和８年



皆さんで福津市を災害に強い
街にしていきましょう！



これにて演習１

終了します。

備える 逃げる

ご清聴ありがとうございました。
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